
令
和
四
年
度
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
、
広
島
県
知
事
、
広
島
県
教
育
委
員
会
及
び

広
島
県
公
安
委
員
会
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百

九
十
九
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。 
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